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文教施設における多様な PPP/PFI の先導的開発事業成果報告書（概要版） 

令和５年３月 岩手県矢巾町

1.はじめに 

岩手県紫波郡矢巾町（以下「本町」という。）は、
官民連携による、国内では未だ事例が無い１００％の
ＺＥＢを達成した小学校（以下「ＺＥＢ小学校」とい
う）の実現可能性を検討した。 
具体的には、学校施設の更新期を迎えるにあたり、

従来型での仕様発注による整備・運営手法に限定しな
い、多様な官民連携手法を用いた、ＺＥＢ小学校をコ
アとした、地域内再生可能エネルギー供給体制や地域
経済好循環を踏まえた施設建設及び運営の体制の構
築を目指し、整備・運営手法を検討し、人口２０万人
未満の自治体においても、ＰＰＰ／ＰＦＩ活用による、
２０５０年カーボンニュートラルの実現等に向けた
再生可能エネルギー活用の更なる推進及び地域によ
る持続可能的かつ長期計画的な学校建築・学校施設運
営を、戦略的に実現することを目的とし、必要な検討
を実施した。 
 
2.実施背景 

 本町には、小学校が４校、中学校が２校あり、小学
生 1,427人、中学生 736人が在学している（令和３年
２月１日現在）。このうち、建築経過年が 20 年以上の
施設は 18 棟（全体の 72％に相当）あり、2.2 万㎡と
なっている。このうち最も古い施設は、昭和 44 年
（1969 年）に建設され、50 年以上が経過している。
また建築経過年が 30 年以上を経過している施設が３
校となっている。 
 
3.本事業の実施理由及び推進手法 

① ＺＥＢ化を検討することとした理由 

 環境省「ＺＥＢ ＰＯＴＡＬ」では、ＺＥＢ化のメ
リットとして、「１．光熱費の削減」「２．快適性・生
産性の向上」「３．不動産価値の向上」「４．事業継続
性の向上」の４つを挙げている 。本町では、学校施
設においては、このうち「１．光熱費の削減」「２．
快適性・生産性の向上」「４．事業継続性の向上」の
メリットを享受すると考えた。 
 
② 官民連携方式を検討した理由 

 従来型の行政の調達方式として一般的な仕様発注
と官民連携方式を比較し、官民連携方式が、次の６点
についてメリットを享受することができると考えた。 
（１）審査委員会等による客観的評価及び価格・性能

による総合評価 
（２）施設等のライフサイクルコストを算定 
（３）民間の創意工夫の余地が大きく、コスト削減・ 

品質向上につながりやすいこと。 
（４）新技術や新工法開発のメリットが高まること 

から、技術開発促進が期待できること。 
（５）一括発注方式によるメリットの享受 
（６）長期契約によるメリットの享受 

 
③ 地域連携型とした理由 

 次のことから本町は、地域連携型のＰＰＰ／ＰＦＩ
事業を検討することとした。 
 ・建設就業者の高齢化、減少への対策 
 ・地域における円滑な事業の推進 
・地域経済好循環の拡大、公共サービス向上 
 

④ 本事業の推進手法 

 検討にあたり、地域の関係者を中心としたメンバー
で協議会を設置した。併せて、協議会の意思決定に際
して必要な技術的説明等を行う「戦略会議」を協議会
とは別に設置し、次のフローの通り事業を実施した。 

 
（図１）事業推進フロー 

4.本事業の実施内容 

① 地域の民間事業者との勉強会、ワークショップ等 

 地域の民間事業者に本町の実施する官民連携事業
に理解を深めていただくため、官民連携事業に対する
理解の深化を促す取組として、勉強会（表１）及びワ
ークショップ（表２、図２）を実施し、その後、参加
者に対するヒアリング調査（図３）を実施した。 
 
 （表１）勉強会の開催概要 

回数 主なテーマ 

第１回  事業内容及び背景 
 町の現況や課題 
 官民連携事業とは 

第２回  事例から学ぶ官民連携事業 
 矢巾町が目指す官民連携事業 
 ワークショップの説明 
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（表２）ワークショップの開催概要 

回数 主なテーマ 
第１回  町の魅力、課題について 
第２回  課題解決方法について 
第３回  地域の民間事業者などの関わり方に

ついて 
 

 
 （図２）ワークショップ成果（抜粋） 

 
 （図３）事業者ヒアリング成果（抜粋） 

② 官民連携手法を導入して整備した学校施設の参

考事例の調査 

 ＺＥＢ小学校の整備の検討にあたり、官民連携手法
によって学校施設の整備や運営に取り組んだ事例を
調査し、参考にした。 

 

③ 民間事業者ヒアリング 

 本町において、ＺＥＢ小学校の整備を検討するにあ
たり、専門的な視点からその実現に向けた留意点や課
題、地域で取り組むことが可能な事項などを把握する
ことを目的とし、民間事業者等にヒアリングを実施し
た。 
 （民間事業者ヒアリングを通じ把握した主な事項） 
・学校施設のＺＥＢ化に向けて、重視すべきポイント 
・寒冷地における学校施設でのＺＥＢを達成する際
の留意点 

・官民共同事業体が設立された際の参画意向や事業
に参画する際の諸条件 等 
 

④ 協議会委員からの意見 

今後のＺＥＢ小学校の整備に関して、本事業の事業
実施を担う協議会から今後のＺＥＢ小学校の整備に
関して意見が挙げられ、地域新電力事業を展開する上
でのポイントや留意すべきリスクなどに加えて、地域

内で実現に向けて可能な取組のアイディアや学校施
設の整備検討時のポイント、今後の具体的な事業を通
じた取組の方向性などが確認された。 

 
5.本事業の成果 

事業を実施した結果、ＺＥＢ小学校の整備に向け、
次に掲げる成果が得られ、今後の整備に資するものと
なった。 
・ＺＥＢ小学校の整備の実現に向けての留意事項 
・想定される官民連携事業方式 
・想定される官民連携事業スキーム（案） 
・官民共同事業体の設立に向けた留意事項 
・持続的な事業推進のために踏まえるべき事項 
 

① ＺＥＢ小学校の整備実現に向けての留意事項 

「学校施設のＺＥＢ化に向けて」、「整備後も継続し
てＺＥＢを達成するための仕組みづくり」、「余剰電力
の使用に係る運用面での工夫」が確認された。 
 

② 想定される官民連携事業方式 

本町では、将来的にＺＥＢ小学校の整備を進めるに
あたり、学校施設の方針として「（１）既存の学校施
設を改修して整備」「（２）新設の学校施設として整備」
２パターンを想定している。これに加えて、「（３）対
象となる学校施設に加え、本町の町内のその他の公園
施設や文教施設なども合わせて、総合的に公共施設の
マネジメント全体に官民連携手法を適用するパター
ン」も今後検討が可能であることが確認された。 
 
（１）既存の学校施設を改修して整備するパターンの

事業方式 
・RO 方式+附帯事業独立採算 
・RO 方式+LABV方式合同会社による事業展開 

 
（図 4）LABV 方式合同会社による事業展開イメージ 

 
（２）新設学校施設整備をするパターンの事業方式 
 ・BTO×BOT 方式 
 学校施設の整備をＢＴＯ方式で行い、学校施設の什
器類などのＺＥＢを導入する部分にＢＯＴ方式を導
入する。学校施設の整備についてはＢＴＯ方式を導入
する。 
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（３）他の公園施設や文教施設等も合わせて官民連携
手法を導入して整備するパターンの事業方式 

・ＬＡＢＶ方式（図５） 
ＬＡＢＶ方式では、官側と民側の意思決定権が５０

対５０の官民共同事業体を設立し、官民双方の視点か
ら精査した上で各事業を展開することが可能である。 
本町の場合、学校施設については、改修業務後に運

営業務を開始する。その他の公園施設や文教施設が同
一の官民連携事業として展開される場合、既存の施設
を活用して、先行して運営業務を開始することも可能
である。 

 
（図５）LABV 方式による事業展開のイメージ図 

③ 想定される官民連携事業スキーム（案） 

 想定される官民連携事業スキーム（案）として、「（１）
ＰＦＩ手法を導入した事業スキーム（案）」「（２）Ｌ
ＡＢＶ方式を導入した事業スキーム（案）」の２つを
整理した。 
 
（１）ＰＦＩ手法を導入した事業スキーム（案） 
 官民連携手法を用いて整備等された他の学校施設
の事例のように、ＰＦＩ手法を導入して、ＺＥＢ小学
校をはじめ複数の事業を展開するにあたり、民間事業
者が特別目的会社（以下、ＳＰＣという）を組成し、
本町とＳＰＣ間で事業権契約を交わす事業スキーム
である。地域の声をＳＰＣで実施する事業に反映させ
るために、町内の事業者と町外の事業者の関わり方を
踏まえた体制構築に向けて、民間事業者の参画条件な
ど、ＳＰＣの組成時の諸条件などを適切に設定するこ
とが重要である。 
 
（２）ＬＡＢＶ方式を導入した事業スキーム（案） 
 本町と民間事業者が共同出資して組織体(官民共同
事業体)を形成し、複数のプロジェクトを展開する事
業スキームである。本町からはＺＥＢ小学校の整備の
際にＰＲＥなどの不動産を現物出資し、民間事業者側
からは資本金などを出資することで、意思決定権を官
民で 50:50とした事業体を形成する。 
そのため、本町としては財政的な負担の軽減や地域

の需要者へのより良いサービス提供を可能とすると
同時に、民間事業者側では市町村自治体も含めた事業
体として、金融機関と融資契約を交わすことになるた
め、金融機関からの事業への信頼性が増し、各事業の
実現に対して推進力を増すことが可能である。 

 
（図６）LABV 方式を導入した事業スキーム（案） 

※地域新電力事業展開の場合の関係についても記載 
④ 官民共同事業体の設立に向けた留意事項 

 本町において、今後、官民連携事業を展開する上で、
地域密着型の特性を有した事業とするために、本町と
地域の民間事業者間で引き続き、官民共同事業体の設
立に向けた検討の場を設けることが望ましい。本事業
において実施した、ワークショップや地域の民間事業
者のヒアリングを通じて、本事業に積極的な姿勢が確
認されており、この機運を下げない間に、実現に向け
た取組を展開する必要がある。 
  
⑤ 持続的な事業推進のために踏まえるべき事項 

 持続的な事業推進のため、関係法令の整理を行った
ほか、主に踏まえるべき事項として「事業スケジュー
ル（図７、図８）」「事業リスクの検討」「資金調達ス
キームの検討」「モニタリングの仕組みの検討」「実現
評価の検討」を行った。 

 
（図７）今後の事業展開イメージ（事業スケジュール） 

 
（図８）官民共同体設立までのロードマップ 

⑥ 事業を振り返って 

 本事業を振り返り、特徴的と考えられる点について、
次のとおり総括した。 
（１）地域事業者との勉強会・ワークショップ 
（２）戦略会議について 
（３）民間事業者ヒアリングについて 
（４）ＺＥＢ化の検討について 
（５）整備方式の視点から教育施設の整備方針を考え

た点について 


